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本日の御議論
⚫ 2024年12月、電力・ガス取引監視等委員会において、「後追いスイッチ

ング」※を行っていたガス小売事業者に対して、業務改善勧告を実施した。

 ※後追いスイッチング：ガス開栓を他社に押し付けた上で需要家を獲得する行為。

⚫ 上記事案の調査の過程において、ガス開栓に要する期間について、ガス小
売事業者に差があること、どのガス小売事業者でも即日又は翌日に開栓で
きるようにすべきであるという意見があることが判明した。

⚫ そのため、ガスの開栓を要する需要家の選択肢を増やし、ガス市場におけ
る競争機能の更なる拡充の観点から、2025年３月31日の第７回制度設
計・監視専門会合において、ガスの開栓に係る取引環境の整備について検
討され、2025年４月25日の第８回制度設計・監視専門会合において、 
「適正なガス取引についての指針」の具体的な改正案について議論された。

⚫ 当該検討や委員会に置ける議論を踏まえ、経済産業大臣に対し、2025年
５月に建議が行われた。

⚫ 本日は、こうした建議を踏まえ、ガスの開栓に係る取引環境の整備に関す
る事項について御議論いただきたい。
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【参考】電力・ガスの適正な取引の確保に向けた制度的措置について（建議）

経済産業大臣に対する建議事項（令和７年５月１４日）

１． （略）

２．ガス開栓に係る取引環境の整備について

「適正なガス取引についての指針」（令和３年４月１日最終改定）第二部Ⅱ２ア「公正かつ有効な競争の観点から望ましい
行為」について、下記の項目を追記する改正を行うこと。

「ワンタッチ供給の場合のガス開栓に要する期間に係る協議の促進

    ガス小売事業者がワンタッチ供給を行う場合、卸売事業者がガス小売事業者から需要場所への卸供給の申込みを受けて一
般ガス導管事業者に託送申込みを行うことになるが、需要家の申込内容に誤り等があった場合に備えて、原則としてガス開栓の
予定日まで猶予のある需要家に係る申込みのみを受け付けている卸売事業者も存在しており、ワンタッチ供給を行うガス小売事
業者は、実態として、短期間でのガス開栓を希望する需要家の申込みを受け付けることができない場合がある。

       こうした状況を踏まえると、ガス小売事業者から卸売事業者に対して、需要家の申込内容の誤り等についてガス小売事業者が
迅速かつ責任を持って対応を行うことを前提に、短期間でのガス開栓を希望する需要家に係る申込みも受け付けるよう要請が
あった場合には、卸売事業者は、需要家の申込内容に誤り等があった場合に備えて設けている期間を削減するなど、誠実に対応
することが望ましい。



【参考】後追いスイッチングに係る業務改善勧告の概要

他のガス小売事業者

ガス小売事業者
新居に入居する
需要家など

（ガスの開栓作業が必要）

②短期間契約
（例：約1～2か月）

④需要家から改めて契約の申込み
を受けることなく、契約切替
→需要家の混乱の要因

①ガスの契約の勧誘
（「ガス小売事業者」の代理店が勧誘する場合も含む）

需要家に対して、
✓ まずは、他のガス小売事業者と契約すること
✓ 短期間後に自動で自社に契約が切り替わること
を述べた上で、勧誘

③開栓作業を実施
＊開栓作業に要する費用は、
「他のガス小売事業者」が負担
→ガス小売事業者間の
公平な競争を阻害

⚫ ガス小売事業者Ａ社が、令和３年９月頃から令和6年6月15日までの間に、10万6603件の後追い

スイッチング（下図参照）を行っていたことを確認したところ、電力・ガス取引監視等委員会は令和６年

12月、今後、後追いスイッチングをすることがないよう、必要な措置を講じること等を勧告。

第７回制度設計・監視専門会合
（2025年３月31日開催）資料６
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【参考】ワンタッチ供給
（「ガスの小売営業に関する指針」から抜粋）

託送契約の当事者は、
導管事業者とワンタッチ卸事業者

第７回制度設計・監視専門会合
（2025年３月31日開催）資料６
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【参考】開栓手続：通常の小売供給の場合の例
（ワンタッチ卸を利用しない事業者）
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（下記は委託先が消費機器調査と内管漏えい検査をワンストップで実施する場合）
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【参考】開栓手続：ワンタッチ供給の場合の例
（ワンタッチ卸を利用する事業者）
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※ 開栓を委託先に委託するケース（下記は委託先が消費機器調査と内管漏えい検査をワンストップで実施する場合）
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第７回制度設計・監視専門会合
（2025年３月31日開催）資料６



ガス開栓に時間を要している要因

⚫ ガス小売事業者がワンタッチ卸を利用する場合、ガス小売事業者は、ワンタッチ卸事業者

を通じて、一般ガス導管事業者に託送申込みを行い、一般ガス導管事業者から託送契約番

号等の情報を受領して、開栓を実施することになる。

⚫ このように複数の事業者間で情報のやり取りが行われる中で、①ガス小売事業者とワン

タッチ卸事業者の処理速度（処理頻度）と、②ガス小売事業者とワンタッチ卸事業者が申

込内容の誤り等に備えて確保するバッファーが開栓期間に影響していることが、アンケー

ト及び事業者へのヒアリングにより判明した（次頁にイメージ図を記載）。

⚫ ①ガス小売事業者とワンタッチ卸事業者の処理速度（処理頻度）については、関係するす

べての主体の処理頻度が高い場合にはワンタッチ卸を利用する場合でも開栓期間が短く、

処理頻度が低い主体がいる場合には、そこがボトルネックとなり開栓期間が長くなってい

る。

⚫ 処理速度は、各事業者のシステムやデータ連携方法、処理エラー等に対応する人員の数な

どによって決まることをヒアリングにより確認しているが、ガス小売事業者とワンタッチ

卸事業者の双方にとって、開栓期間短縮の投資・費用対効果が高いとは言えず、また自社

の取組のみでは短縮できないという点もあり、開栓期間の短縮は大きく進んでいない状況。
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第７回制度設計・監視専門会合
（2025年３月31日開催）資料６



【参考】開栓手続と各主体の処理頻度（イメージ）
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第７回制度設計・監視専門会合
（2025年３月31日開催）資料６
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第８回制度設計・監視専門会合
（2025年４月25日開催）資料3

ガス開栓に係るガス小売事業者・卸売事業者間の協議の促進
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適正なガス取引についての指針の改正案（１／２）
第８回制度設計・監視専門会合
（2025年４月25日開催）資料3
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【参考】第７回専門会合での御議論（関連部分抜粋）
第８回制度設計・監視専門会合
（2025年４月25日開催）資料3
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適正なガス取引についての指針の改正案（２／２）
第８回制度設計・監視専門会合
（2025年４月25日開催）資料3



建議を踏まえた対応方針について

⚫監視等委の行った行政判断を明確化するため、ワンタッチ供給の場合の
ガス開栓に要する期間に係る協議の促進について、「適正なガス取引に
ついての指針」に明記してはどうか。

⚫具体的な改正内容については、監視等委の建議のとおりとしてはどうか。

⚫本改正については、本ガスWG後に、経済産業省においてパブリックコメ
ントを募集し、今年の春に施行することを目指す。

14


	既定のセクション
	スライド 1: ガスの適正な取引の確保に向けた 制度的措置について （ガス開栓に係る取引環境の整備に関する事項）
	スライド 2: 本日の御議論
	スライド 3: 【参考】電力・ガスの適正な取引の確保に向けた制度的措置について（建議）
	スライド 4
	スライド 5: 【参考】ワンタッチ供給 （「ガスの小売営業に関する指針」から抜粋）
	スライド 6: 【参考】開栓手続：通常の小売供給の場合の例 （ワンタッチ卸を利用しない事業者）
	スライド 7: 【参考】開栓手続：ワンタッチ供給の場合の例 （ワンタッチ卸を利用する事業者）
	スライド 8: ガス開栓に時間を要している要因
	スライド 9: 【参考】開栓手続と各主体の処理頻度（イメージ）
	スライド 10: ガス開栓に係るガス小売事業者・卸売事業者間の協議の促進
	スライド 11: 適正なガス取引についての指針の改正案（１／２）
	スライド 12: 【参考】第７回専門会合での御議論（関連部分抜粋）
	スライド 13: 適正なガス取引についての指針の改正案（２／２）
	スライド 14: 建議を踏まえた対応方針について


